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答申第２８８号 

 

答  申 

 

第１ 審査会の結論 
 

実施機関の決定は妥当である。 

 

第２ 諮問事案の概要 
 
 １ 行政文書の開示請求 
 

審査請求人は、平成２８年１２月１８日、奈良県情報公開条例（平成１３年３月奈良

県条例第３８号。以下｢条例｣という。）第６条第１項の規定に基づき、奈良県公安委員

会（以下「実施機関」という。）に対し、「奈良県公安委員会会議の公開に向けた取り

組み状況が分かるもの。」の開示請求（以下「本件開示請求」という。）を行った。 

 

 ２ 実施機関の決定 
 

平成２９年１月４日、実施機関は、開示請求に係る行政文書を作成又は取得していな

いとして、行政文書の不開示決定（以下「本件決定」という。）を行い、審査請求人に

通知した。 

 

  ３ 審査請求 
 

審査請求人は、平成２９年２月７日、本件決定を不服として、行政不服審査法（平成

２６年法律第６８号）第２条の規定に基づき、実施機関に対し、本件決定を取り消し、

奈良県公安委員会会議の公開に向けた取り組み状況が分かるものを開示するとの裁決

求める旨の審査請求を行った。 

 

  ４ 諮 問 
 

平成２９年３月２日、実施機関は、条例第１９条の規定に基づき、奈良県情報公開審

査会（以下「当審査会」という。）に対して、当該審査請求に係る諮問を行った。 

 

第３ 審査請求人の主張要旨 
 
  １ 審査請求の趣旨 
 

原処分を取り消し、奈良県公安委員会会議の公開に向けた取り組み状況が分かるも

のを開示するとの裁決を求める。 

 

  ２ 審査請求の理由 
 

 審査請求人が、審査請求書及び反論書において主張している審査請求の理由は、おお

むね次のとおりである。 

 

奈良県は、平成２０年１月３１日に「審議会等の会議の公開に関する指針」を策定し

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規程により設置された

附属機関を対象として、その会議を公開し、開かれた県政を推進することとしている。 
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 奈良県公安委員会は、地方自治法第１３８条の４第１項に基づく執行機関たる委員

会であるため、直接にはこの指針の適用を受けることはないものの、執行機関の附属機

関を公開とした指針の趣旨を鑑みると、執行機関自体も同様に会議の公開に向けて、会

議の公開又は非公開に係る事項を整理検討するなどの取り組みを進めている筈である。 

 

第４ 実施機関の説明要旨              
 

実施機関が、弁明書において説明している本件決定の理由は、おおむね次のとおりで

ある。 

 

１ 不開示とした理由 
 
（１）本件開示請求について 

 
本件開示請求は、「奈良県公安委員会会議の公開に向けた取り組み状況が分かるも

の。」とされており、これは、公安委員会の定例会議において傍聴を認めるなど、公安

委員会の会議自体の公開に向けた取組状況が分かる文書と解釈した。 

 

（２）不存在とした理由 

ア 公安委員会定例会議の公開（傍聴）を認めない理由 

実施機関では、毎週１回、定例会議を開催し、管内における事件、事故及び災害

の発生状況等を踏まえた警察の取組、組織や人事管理の状況等について、警察本部

長以下の幹部から説明や報告を受け、委員による方針の決定、各種指示、意見等の

伝達、結果の検証等を通じて、奈良県警察を管理している。 

公安委員会定例会議においては、個人のプライバシーに関する情報や犯罪捜査

の状況等が扱われることがあり、その内容を一律に公にすることは適当でなく、傍

聴を認めれば、個人情報の保護及び公共の安全と秩序の維持に支障を来すおそれ

がある。 

イ 奈良県情報公開条例との関係について 

公安委員会定例会議では、条例第７条各号で規定される不開示情報を取り扱う

ことが多いことから、会議の公開・傍聴を認めることは適当ではない。 

その一例は、以下のとおりである。 

(ア) 個人に関する情報（条例第７条第２号） 

被疑者、被害者、行政処分被処分者等に係る個人情報。 

(イ) 法人等に関する情報（条例第７条第３号） 

行政処分等に係る法人等の情報。 

(ウ) 公共の安全等に関する情報（条例第７条第４号） 

取締りに関する報告や暴力団その他反社会勢力に関する報告等、犯罪の予防、

鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に関する

情報。 

(エ) 審議、検討等に関する情報（条例第７条第５号） 

公にすることにより、外部からの圧力や干渉等の影響を受けることなどにより、

各委員の率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそ

れがある情報。 

(オ) 事務又は事業に関する情報（条例第７条第６号） 

取締り、人事案件に関する情報等、公にすることにより、事務又は事業の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報。 
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ウ 公安委員会の性質 

審査請求人が審査請求の理由で述べているとおり、公安委員会は地方自治法第１

３８条の４第３項の規定により設置されている附属機関ではなく、前記のとおり、

警察を管理するための意思決定等を行う執行機関であり、その性質は異なる。 

したがって、奈良県が策定した「審議会等の会議の公開に関する指針」の適用は

受けず、公安委員会の定例会議の公開・傍聴を認めることはできない。 

エ 文書の不存在について 

これらの理由から、公安委員会において、会議の公開・傍聴を認めることは妥当

ではなく、また、その必要性を認められないことから、実施機関では、これらに向

けた取組は実施していない。 

したがって、本件請求内容に係る行政文書を作成又は取得していない。 

 

２ 結語 
 

以上のことから、実施機関が行った本件処分は妥当なものであり、本件決定につい

て原処分維持が適当と考える。 

 

第５ 審査会の判断理由 
 
      当審査会は、本件事案について審査した結果、次のとおり判断する。 
 

１ 基本的な考え方 
 

条例は、その第１条にあるように、県政に対する県民等の理解と信頼を深め、県民等

の県政への参加を促進し、もって県民等の知る権利への理解を深めつつ、県の有するそ

の諸活動を県民等に説明する責務が全うされるようにするとともに、公正で開かれた

県民本位の県政を一層推進することを目的として制定されたものであり、その解釈・運

用に当たっては、県民等の行政文書開示請求権を十分尊重する見地から行わなければ

ならない。 

したがって、当審査会は県民等の行政文書開示請求権を十分尊重するという条例の

趣旨に従い、審査に必要な関係資料の提出を求め、当審査会により調査を行い、条例の

適用について判断することとした。 

 

２ 行政文書の不存在について 
 

審査請求人は、「奈良県公安委員会会議の公開に向けた取り組み状況が分かるもの。」

の開示を求めているのに対し、実施機関は、当該文書を作成又は取得していないため

不存在である旨主張しているので、以下検討する。 

 

実施機関では、毎週１回、公安委員会定例会議（以下「本件会議」という。）を開催

し、管内における事件、事故及び災害の発生状況等を踏まえた警察の取組、組織や人事

管理の状況等について、警察本部長以下の幹部から説明や報告を受け、委員による方針

の決定、各種指示、意見等の伝達、結果の検証等を通じて、奈良県警察を管理している

ことを説明している。実施機関は、本件会議においては、個人のプライバシーに関する

情報や犯罪捜査の状況等が扱われることがあり、その内容を一律に公にすることは適

当でなく、傍聴を認めれば、個人情報の保護及び公共の安全と秩序の維持に支障を来す

おそれがあるため、会議の公開・傍聴を認めることは妥当ではなく、また、その必要性
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を認められないことから、これらに向けた取組は実施していないと主張している。 

そうすると、実施機関において、本件開示請求に係る行政文書を作成又は取得して

いないとする実施機関の説明について、特段不自然、不合理な点はなく、当該行政文書

が存在すると推測させる特段の事情もない。 

以上のことから、本件開示請求に対応する行政文書を作成又は取得していないとす

る諮問実施機関の説明は是認できると判断する。 

 

 

３ 審査請求人の主張について 
 

  審査請求人は、審査請求書において、その他種々主張するが、いずれも当審査会の判

断を左右するものではない。 

 

４ 結 論 
 

以上の事実及び理由により、当審査会は「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

第６ 審査会の審査経過 
 
     当審査会の審査経過は、別紙のとおりである。 
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（別 紙） 

 

 

審 査 会 の 審 査 経 過 

 

 審   査   経   過 

 

平成２９年 ３月 ２日 

 

・ 実施機関から諮問及び弁明書の写しの提出を受けた。 

 

 

令和 ６年 １月２６日 

（第２７２回審査会） 

 

 

・ 事案の審議を行った。 

 

 

令和 ６年 ３月１１日 

（第２７３回審査会） 

 

 

・  事案の審議を行った。 

 

令和 ６年 ５月１０日 

（第２７４回審査会） 

 

 

・  事案の審議を行った。 

 

令和 ６年 ６月１４日 

（第２７５回審査会） 

 

 

・  答申案のとりまとめを行った。 

 

令和 ６年 ９月２５日 

 

 

・ 実施機関に対して答申を行った。 
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